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給
付
対
象
者

基
準
日
で
あ
る
令
和
２
年
４
月
27

日
に
、
富
士
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
る
人

※
申
請
・
受
給
権
者
は
、
給
付
対
象

者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
で
す
。

給
付
額

給
付
対
象
者
一
人
に
つ
き
10
万
円

申
請
期
間

８
月
20
日（
木
）ま
で

給
付
方
法

原
則
と
し
て
、
金
融
機
関
口
座
へ

の
振
込

※�

申
請
書
が
市
に
届
い
た
後
、
市
で

申
請
書
の
内
容
を
確
認
し
、
指
定

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

申
請
方
法

「
富
士
市
特
別
定
額
給
付
金
申

請
書
」
が
届
く

申
請
書
は
5
月
下
旬
か
ら
世
帯
主

宛
て
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し

必
要
書
類
を
用
意
す
る

各
世
帯
に
郵
送
さ
れ
た
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人
確
認
書

類
と
指
定
口
座
の
確
認
書
類
（
金
融

機
関
名
・
口
座
番
号
・
口
座
名
義
人

が
分
か
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
や
通

帳
な
ど
）
の
写
し
を
所
定
の
位
置
に

貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

富士市
特別定額給付金の
申請方法を
お知らせします
簡単な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行
うことを目的に給付する「特別定額給付金」の申
請を受け付けています。

郵
送
す
る

同
封
の
返
信
用
封
筒
に
必
要
書
類

を
入
れ
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※「
富
士
市
特
別
定
額
給
付
金
申
請
書
」

に
よ
る
申
請
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
は
不
要
で
す
。

問合せ／富士市特別定額給付金コールセンター　155-2953
※受付時間は土・日曜日、祝休日を除く9:00〜20:00（ 6月22日（月）以降は9:00〜17:00）。

・�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
郵
送
ま

た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請
や

電
話
で
の
お
問
合
せ
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

・�
既
に
申
請
を
行
っ
た
人
は
、
再
度

申
請
を
行
わ
な
い
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

12

3

特別定額給付金を装う詐欺にご注意を！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
も

受
け
付
け
て
い
ま
す

世
帯
主
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
お
持
ち
の
場
合
、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
で
電
子
申
請
が
で

き
ま
す
。

申
請
画
面
で
、
世
帯
主
及
び

世
帯
員
の
情
報
と
指
定
口
座
の

情
報
を
入
力
し
、
指
定
口
座
の

確
認
書
類
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し

て
く
だ
さ
い
。
電
子
署
名
に
よ

り
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
総
務
省
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。▲�詳しくは

こちら

一人当たり
10万円

富士市や総務省の職員などが以下を行うことは絶対にありません！
現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること　　　　　暗証番号を聞くこと
受給に当たり、手数料の振込を求めること　　　　　通帳やキャッシュカードなどを預かること
メールを送り、URLをクリックするような申請手続を求めること

不審な電話などがあった場合は、
富士市消費生活センター（☎55-2756）または富士警察署（☎51-0110）にご連絡ください。
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